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学校保健の理論的整理のための基礎

野 村 和 雄

(養護教育教室)

この小論は,第19回日本学校保健学会におけるシンポジウム「学校保健の理論的構築の

ために」1)を,とりわけ,司会者の「主題設定の趣旨」2)を,視野にいれてのものである。

前後の動向を,森,1～4)唐津5)の発表要旨,論文等を参考に簡単に述べておくならば。

次のようである。すなわち,1つには,学校保健は実践が中心であって,学問としての体

系化等に関しては極めて遅れていることｰたとえば大学のテキストにしても,「学校保

健学」と銘うったものは1つのみであり,しかも,多くの「学校保健」の書と大差ない一

一,2つには,現在までの学校保健は,「学校における集団の概念に優先性がおかれ,学

校の機能である教育」3)とのかかわりが軽視されてきたこと,3つには,学会等で発表さ

れる研究成果が現場における実践にこたえていない,などの理由から,学校保健の理論的

構築をめざす努力・発言がさまざまなされて来,(表1参照)学会として考える場がシン

ポジウムの形で用意されたわけである。

樹立されるべきもの

しかしながら,その効果は現在のところ形をとって表われてきていないようである。目

についたものは,青山6)の,シンポジウムでの発言を敷術したものと,内山7)による,そ

れに応える゛エコー"であるが,論点が十分にかみ合っているとは思えず,むしろ筆者と

してはそのすれちがいのあり方に興味を覚えたくらいである。

さて,学校保健には理論がない,単なる寄せあつめにすぎないと言われたり,学校保健

の理論として基礎医科学や健康管理学等の諸学問の名が羅列されたりする現状において,

学校保健とその周辺の理論的整理を果し,実践とのより良い結合のおり方を求めていくこ

とは急務の課題である。理論と実践の乖離か言われるのは,他の学問分野でも多いようで
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あが,学校保健においては,研究はあっても理論らしい理論は皆無といわねばならず,9)

むしろ,研究と実践の乖離,と言ったほうが適当であろう。さきに,実践とのより良い結

合と言ったが,教育現場での主たる実践者の養護教諭が,理論を,研究を求めているかと

言えば,その度合なりが十分把握されているわけでもない1o)筆者が,本年の愛知県教育職

員免許法認定講習において意見を聴取したところによれば,「やはり(理論的構築が)あ

ったほうがいい」は42人中37人であるものの,「理論的構築などやってくれなくても,他

校の実践をきいて自分の経験と合せれば何とかやっていける」と答えた者は残り5人あっ

た。理論なる実態がどのようなものであるのか十分説明できていたとも思われないので,

各人各様の受けとめ方,考え方で答えているわけであるか,ともかくも実践に役立つもの

を求めていることは確かである。このような,理論的構築,体系化への要望の,現場から

の声は小さくとも多く,研究者においては大きくとも少ない現状において,小論のめざす

ものは,他の諸科学との位置関係を明らかにし,理論的に整理をする作業であり,問題点

整理のメモである。

1 教育保健学と学校保健学

表1にみたように,学校保健の分野で「今後,樹立されるべきもの」の名称はさまざま

であり,「学校保健から独立したもの,変わるべきもの,包括されるべきものと,その立

場はさまざま」に解釈される。2)それぞれの意図をここでまとめ直す余裕もないか,本論で

の用語選択のために,教育保健学と,学校保健学とを考察しておく。

教育保健(学)が研究者の間で使われるようになった理由をつぎの2つに要約する。 1

つは,さきにあげた理由2に対し,「新しい酒は新しい皮袋へ！」の考え方から,2つに

は教科専門科目の「学校保健」に対し教職専門(必修)科目として学校保健を法制化しよ

うというねらいからである。まず,後者については「保健専門家といってよい教員に必要

な学校保健科目と,教員一般に必要な学校保健科目とはその名称は同じでも,目的･性格・

領域などまで同じであるはずがない。同じだとすれば,(中略)専門領域としての学校保

健は存在しないことになる」としているが,専門性は領域よりも,その深さにあると見る

のが妥当ではなかろうか。さらに黒田のいう教育保健の性格の記述12)も,「学校保健」に

おきかえて,なんら矛盾しないものである。前者について,あえて言うならば,逃げであ

る。公衆衛生の一分野としての(パブリックの論理で統合された学校保健5)」は改善され

ることなく残り,混乱するであろうし,大平14)の,学校保健活動に対する学校保健学の考

え方を踏襲するならば,教育保健活動に対する教育保健学であるべきで,現場での実践を

そのまま学校保健活動としておくのは片手落ちであろう。現時点では「教育保健(学)」

の表現の必要性を感じないこのような解釈から,学校保健にかかわる用語を表2に示す。

すなわち,学校保健という概念はもっとも漠然としたもので,その含む範囲もさまざま

設定されようが,一応,学校保健法で代表されるところの保健管理イコール学校保健,と

いう狭義のものと,教科専門科目としての「学校保健」一一これは,歴史等総論的なもの

と保健教育および保健管理等の各論を含むであろう一一という広義のものとが区別されう

る。(以後,学校保健は広義に用いる)つぎに,保健教育と保健管理とを,学校保健活動

としてまとめる。学校保健活動の理論か学校保健学である。「学校保健」に対しても学校

保健学か成立しうるか,便宜上,学校保健学は前者の意味に限定しておく。
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Ⅲ 集学としての学校保健活動と理論

集学という言葉は学際との対比で次のように説明される。すなわち「思考の場の中に複

数の学問かおるという点では共通しているか,『学際』では複数の学問の境界,交り合う

部分,相互作用などを問題にしている。『集学』では複数の学問の総合効果を問題にして

いる」と。 これによれば,学校保健活動は集学的であり,樹立されるべき学校保健学も

また集学的であろう。より基礎的な段階で川喜田17)は,医療における心理学的な技術にっ

いてふれているが,学校保健活動においても特に個別的保健指導等においてはまったく同

様である。保健組織活動をとりあげるならば,組織・集団にかかわって社会学,社会心理

学による知見が有効であろう。また,生理学,病理学等,基礎医科学的な知識が必要であ

ることは言をまたない。このように,自然科学的なものから社会科学的なものまで,複数

の学問に負うて成り立っていて,しかもそれが集学的であるがために,学校保健の理論的

構築を困難なものにしている。すなわち,いわゆる研究が,教育の論理で統一しているか

どうかはともかく,学校保健の対象に,さまざまな方法で一生理学的,心理学的,社会

学的,等といった一一一切り込んでいる,切り込まざるをえないために,それぞれの方法の

よって立つ学問の専門語か飛びかい,しかもそれらが時として特別な解釈をつけて用いら

れたりするために,用語の混乱があり,テクニカルターミノロジーの確立すら,できてい

ない。研究者の間においてはとくに,一部の者か日常語ないし通俗概念と考えて使用して

いる事柄か他の者には専門語として考えられたりすることも希ではない。そして専門語は

抽象的なレベルと,より精緻な部分とで発達しつつあって,学校保健の現場で使用されて

いる日常語的なものと同等のレべルでの専門語が欠落していることが,部分と全体を結び

つける上での大きな障害になっているように思われる。

さて,学校保健において,理論とは何か,どのような形をとるものか,については,前

に少しふれたように少なくとも教育現場の多くの養護教諭にとって明らかではないようで

ある。研究者においてはどうかと言えば,「実践の科学化をめざすもの」(実践と相互に

媒介しあう18)」「その(養護教諭の)活動を体系づける」(科学的に裏づけられた19)」な

ど,理論の性質とでもいうべきことがらの記述はみられるが,どういう形をとるものかに
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ついては自明のこととしてか,触れられていない。ただ,ここで明言されるのは,理論は

実践によって実証されるべきもの,実践に演繹されるべきもの,との,実証可能性を重視

する立場か圧倒的に多いことである。)

理論の実体は,さまざまに解釈されている。理論の多義性について(特に社会学におけ

る)上子21)かまとめたように,さまざまの見解かあろうし,理論の定義がまず必要となる。

ここでは,(理論とはいくつかの命題の演繹的体系である22)」を採用しておきたい。

IV 学校保健の構造

学校保健の理論といっても,はたしてそれか存在するのか,しうるのか,すら定かでは

ないo森岡22)によれば,研究史は3段階に分かれ,第一段階として資料収集的な記述研究,

第二段階として,現象の構造記述的な事例研究,第三段階として仮説検証的な分析的研究

かあるとし,理論に導かれた理論を志向した第3段階になれば,理論構成の機が熟してき

たといえる,という。学校保健においては,ある領域では第三段階に入っていようし,ま

たある領域ではまったく手がつけられておらず第一段階にも到達していないかも知れない。

そのような状態の現在,可能であり,また有効であろうのは,学校保健の枠ぐみを確立し

その中にさまざまな研究成果,実践の結果を位置づけて整理していくなかで,共通性のあ

る命題をひろいだしたり,不十分な点を発見し検討したりすることであろう。このような

作業の精緻なものが分類学である。 しかしながら,すでに小倉によって「どのような体系

に組織し,･･････どんな過程に沿って進めたらよいか,……学校保健の構造という骨ぐみが

ないJ3)と指摘された事態は,10年経た現在でもそうかわっているとはいえない。たとえば

枠ぐみを考えるとき容易に思いつくところの,いわゆる大学のテキストの構成についてみ

ても,さまざまであることは周知のとおりである。

そこで,まず枠組みの確立が必要である。学校保健の「学」としての枠ぐみと,研究の

分類-たとえば学会等の発表演題の分類などｰと,情報検索のための分類とがある程

度似かよったものになりうることは言えるだろう。情報検索の立場において,流布してい

るところのNDC分類をとりあげてみると,研究者の目からみて十分とは言い難いが,い

わば客観的な扱われ方がどうであるかを知りうるという意味で,その検討は専門語の確立

の上で重要であろう。つぎに,理論化ないし今後の研究の課題把握を目的とする研究の過

程で,既存の研究の分類をしている例かおる。たとえば,養護教諭の職務については,本

研究報告においてもすでに検討がなされている24)が,この研究の場合,学校保健全般にわ

たる研究の分類の枠ぐみは,学会の演題分類にほぼ従い,養護教諭に関する分類について

は「対象領域と一般的な研究方法を加味し」て独自の枠ぐみを作っていかさらに･理論

化の作業と直接には結びついてはいないと考えられるが,特に,養護教諭の職務の側面か

ら,牧野の「職務項目の段階的構造私案y」と,白戸の「学校保健看護学Tの構想を示唆に

富むものとして指摘しておく。

これらをみても,没価値的な,あるいは客観的な理論的枠ぐみはありそうもなく,目的

等により,または何を主柱にするかによって,その構造は大きく変わりうる。たとえば。
27)

保健管理・保健教育・保健組織,の構造がわかりやすい人もあろうし,小倉の,保健教授･

保健指導・保健管理,の構成15)のほうがわかりやすいとする人もあろう。

つぎには,理論化をめざす立場で,小倉の枠組を検討しよう。小倉は,情報処理の場合

- 154 -



学校保健の理論的整理のための基礎

の項目分類例をも示している28)が,これらに共通に枠組を考えているようである。すなわ

ち,さきにみた,保健教授・保健指導・保健管理を基本的な構成とし,特に,保健管理に

ついては主体管理,環境管理,生活(行動)管理,の三領域にわけ,これに,把握(問題

発見),改善,予防(維持)・増進,の三側面をかみあわせている。などかそれである。

保健管理の三領域の名称は,米国流の考え方をとり入れた,学校保健事業,健康に適した

学校環境,健康に適した学校生活,から発展しているが,「健康の成立条件から考えた主

体・環境・行動に対する管理の三領域とも符合する」ので説得力があるように思われる。

しかしながら,理論化をめざす場合,つぎの2点が問題となる。まず,領域と側面の二軸

によってつくられるマトリックスに位置する「方法」こそ,個々の学校保健活動の名称の

大部分にほかならないのであるが,特に側面方向の軸で重なっている「方法」かおる。

(家庭連絡,観察,保健指導,など),第二にそのことにより示唆されることであるが,

主体,環境,生活の各領域の分離を強調しすぎる傾向かおる。理論化のための抽象化,類

型化は,特徴を強調することにはかならないか,学校保健活動においては,環境の中の主

体かどのように生活(行動)しているか,の脈絡で総体的にとらえられねばならないから,

理論化もそうあるべきであり,上記の傾向は望ましいことではない,と思われる。

これらに対して,案として示すのがつぎの六領域である。

(1)集団的管理……健康診断のように,短時間に集団を処理し健康問題を把握・評価する

活動。

(2)巡回的活動……健康観察,環境衛生,安全管理,のように校内を巡視しながら,把握

改善を行なう。

(3)個別的指導……健康相談,救急処置のように,問題のあるケ-スに対して行なう活動

(4)対策的活動……伝染病予防など,将来起こりうる事象に対しての日常の活動

(51 付随的活動……学校生活の保健的配慮,障害児への配慮など,いわば表立った活動で

はない,教育活動に対する側面的援助。

(剛 集団的指導……保健教授=ご学習,集団的保健指導のように,多くは知的側面に働きか

ける活動。

活動の主体は養護教諭だけでなく,一般教職員,児童生徒保健委員会をはじめとする組

織も,考慮している。このような六領域にまとめる最大の理由は,個々の活動についての

特殊理論に対して,この領域単位の,中範囲の理論3o)とも言うべきものが可能なのではな

いか,そして学校保健学の一般理論がもし存在するのであれば,それを引き出す手だてに

なるのではなか,という予測である。学校保健活動の一般理論が存在するならば,その役

割として,現実の現象を整理・記述するところの各特殊理論を位置づけ,その内容を明確

にすることか期待される31)のである。しかしながら,あくまでも予測にすぎないから,科

学モデルに対する有意味な批判とはより現実なモデルを構築すること31)であるといわれる

のに照しあわせて,この六領域モデルか,より現実的か否かは,今後の検討にまたねばな

らないことは言うまでもない。

V 学校保健活動の過程

学校保健活動の構造として,表2のような段階を設定することに格別の異論はあるまい

と思う。われわれはこれを2つに大きくわける。すなわち,認識過程と実施過程とにであ
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る。認識過程においては,現象をあるがままに把握することに主眼がおかれると言ってよ

い。対象を主体・環境・行動それらの相互関係,総体としてとらえなければならないから

集学的な考え方により,方法はさまざま要求される。例えば生理学を認識方法に用いた時

自然科学そのものは価値判断を含まないというならば,「研究の作業に着手する前にある

状況を解決すべき問題として意識すること自体がすでに一定の経験的に価値を実現しよう

とする願望を含んでいる32)」から,教育生理学に一歩足を踏み込んでいるともいえよう。

そして認識された事実・現象については,その説明のための理論がありうる。それらは,

多くは方法によって,病理学,発育発達論,(教育)生理学,教育心理学,教育社会学,等

の一部となりうる。しかし同時に学校保健にとっても重要な知見であり,対象論に包含さ

れる。

つぎに,認識された事実は,認識に用いられた方法に対応する専門語のままで,あるい

は多少の翻訳を経て,教育的(保健的)に解釈され,評価される。問題点が問題点として

把握されるのはこの段階である。問題を分析・判断し,計画をたてる段階が次にくる。そ

れはまさに教育的計画であるが,その基礎の考え方を与えるものは,臨床医学,看護学,

健康管理学,等の知識である。ここでもさきの認識過程と同様,問題(対象)が方法を選

ぶ。問題中心的,これか保健の特質であり,方法か問題をとり込む方法中心的なかぎりに

おいては保健学となりえない。

さて,計画案から最もよいものが決定され,実施されたならば,評価が行なわれ,問題

が解決されたのか,何か残された問題か,が確認される。この評価の方法には,多くの場

合,はじめの認識過程で用いられたものが採用されるであろう。このように,学校保健活

動においては,集学として様々な学問が要請されるが,活動の理論として重要な部分は,

どのように活動してどうなったか,である。この意味で,学校保健活動の理論とは,活動

の理論,行為・行動の理論であり,社会学に負うところが非常に大きいと考えられる。堀

内は,養護教諭研究における,とりわけモラール,適応に関しての社会学的方法の採用を

評価した33)が,そのようないわば社会学の極限語に関連した仮説の検証にとどまらず,学

校保健学の命題の体系に社会学の専門語が多く使われ,その専門語を用いた仮説の検証に

社会学的方法が用いられることは,今後,ますます増えるであろう。

VI 研究の現状の問題点と解決の方向

学校保健の理論化をすすめる上で,早急に考えねばならない問題はさまざまあるが,こ

こでは特につぎの3点についてふれておきたい。

1.仮説検証の方向性の検討

科学にとって,仮説検証等のいわゆる科学的認識方法がすべてではなく,(直感と経験

にもとずく非言語的認識34)」がそれを補うとの指摘もあるが,学校保健の理論的構築につ

いては仮説検証の方法によらなければならないことは,すでに多くの人によって説かれて

いるoさて,森岡22)によれば,一般命題(法則)をひき出す方法は,特殊仮説 →特殊命

題 →一般命題の道(帰納法)と,特殊仮説 →一般仮説→ー般命題の道(演繹・帰納

法)との,2通りが考えられる。多くの研究者は前者が容易であると考えてしまうか,

「個々の特殊仮説は数多くの条件をふくんでいるので……とくに肯定しようとするときは
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35)
……別の観察結果によって否定されるかもしれず,……｣と,その欠点を指摘されている。

｢したがって,膨大な調査結果の中に埋没して,個々の特殊仮説の証明に没頭するよりも,

まず一般仮説の作成に向かうという迂路を通じなければならない35)｣とされる。われわれ

の学校保健においても,これは言えるであろう。そして,後者の道のための具体的作業と

しては①文献解題の作成,②研究動向の組織的論評,③既存の命題の目録作成,④概念枠

組の析出,などを必要とするが,学校保健においては,ようやく,文献解題の作成に相当

する,小林らの努力による文献集36)が発行されはじめたのみである。研究動向の組織的論

評については,組織的,と言えるのは平識ら19)ののみ一個人によるものとしては森本17)

藤田)等が公表されているｰ-であり,いずれも分類と数量的把握が主であって論評とい

うにはほど遠いものである。③,④など個人的には行なわれていようけれども,体系的に

もれなく行なうことは莫大な作業であって,多くの研究者の組織化による努力が必要であ

る。すでに,組織的研究の必要性は,日本学校保健学会においても説かれたが,具体的作

業と結びつかなかったようである。組織的研究の実現が,このような観点から望まれる。

2｡仮説検証の不十分さの補足

組織的論評は,研究の主題・焦点を明らかにすること,研究対象(者)の属性・数;そ

の他を明確にすること,研究の概念図式を把握すること,資料の蒐集･分析の方法の吟味,

研究結論のもつ正確な意味内容・それを成立させる前提条件・適用範囲などを明らかにし

妥当性・真実性を評定する,などの作業を含む21)が,学校保健の研究の現状を大まかにな

がめてみるだけでも,論評に耐えうる材料は少ないと言ってよいと思う。たとえば,既証

命題にする基準22)のうちの,代表性の問題にしても,特に調査的方法による研究において

は,フィールド確保の難しさもあって,対象をどのように選び,どのようにして調査・回

収し,どれだけ回収されたのか,すら示さないものもある。このような研究の意義は半減

するし,極言すれば,無意味なデータの集積と言ってよい。われわれにとって必要なのは

先行研究を踏まえた,確実な(信頼性のある)研究である。また,調査方法については,

盲検の考え方の導入39)も,検討されるべきである。

ろ。実践者と研究者の結合

小林9)の指摘したように,実践者と研究者の連携はまだまだしにくい状況であり,また

研究者の理論に対する「私たちの実践の理論をめざそうとする動きも顕著になってきて

いる。

実践者にとっての研究とは,法令等で指示されていないところの評価と同様,暇があっ

たらやる,という性質のものでなく,むしろ時間を積極的に作り出してでもやるべきもの

と考える。しかしながら,その,全休作業における役割としては,現実問題としての研究

時間,既存研究等の資料の得やすさ,などの条件から,さきに指摘した組織的努力を要す

る作業の多くは研究者にまかせ,事例性(事例としての価値)のある事例をみつけうる眼

識によって,研究の第二段階の,現象記述的な事例研究に貢献することが望ましいと思う。

実践者にとって役に立つものとは,実は,特殊命題の,しかも抽象化の極めて低い特殊

命題の体系的配列であるのかもしれない。 しかし,個々の研究を無駄なくするには,研究

の重複を防ぐことである。その意味でも,研究者との連携により,それぞれの研究の位置
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づけを確認することか必要であろう。

Ⅶ 各論展開の方向

実践過程として重要なのは,特に. (A)何に対して(問題の認識),(B)誰が(実践主体),

(C何を(具体的な学校保健活動)なすか,であろう。さきにみた,学校保健看護学26)にお

いては, (B)の養護教諭を前提として(A)(C)を内容とする｢技術学｣を構想してい,小倉の

(学校保健活動15)｣の編成は, (A)を中心とするところの活動対象編と,(B)に関する運営編

とになっているが,ここでは(A)を対象論, (B)を主体論. (C)を方法論,と呼び,展開の方向

を示しておきたい。以下においては,それぞれが分割されているが,学校保健活動の理論

としての命題の体系は,対象,主体,方法,を必ず含んでいることは十分予想され,その

意味でいずれは統合されるものである。

1.対 象 論

学校保健活動の対象は,保健管理の対象として,主体・環境・行動に区分されるのかふ

つうである。対象の1つとしての環境は学習主体との関連における行動的環境であり,行

動(生活)は学習主体の行動そのものであるから,本質的にはすべて主体そのものである。

つまり,実践の対象は,子どもたち(ひとりひとり)であるが,科学化,理論化において

は(まったく具体的・個別的41)」な子どもとしないで,何らかの類型化・抽象化が必要で

ある。たとえば,発達段階等によるパターン化もその1つであり,健康問題の類型により

健常者・虚弱者(知的サブノーマル,難聴,等も),病弱者(精神薄弱・聾・情緒障害・

等も)の分類,あるいはさらに病弱者について一時的病弱,恒常的(慢性的)病弱,悪化

的病弱,等の抽象化も可能である。

教職員も,現実的に実践の対象となる。養護教諭の職務とのかかわり合いで,教職員の

健康管理の責任,労働保健としての手薄さ,などが問題になる42)が,主人公たる子どもた

ちに対する人的環境と考えても,重要な実践の対象であり,学校保健学の対象でもある。

2.主 体 論

学校保健活動を運営するものは,養護教諭,保健主事,一般教師,児童生徒,学校三師,

保護者,等である。個人の場合あり,組織の場合もある。養護教諭が配置されている場合

「養護教諭は,学校保健活動の全領域にわたる組織者,運営者であり,ある部分は実施者

でもある33)」が,特に一般教師か学校保健とりわけ教育と健康とが表裏一体なことを理解

しているかどうかが,学校保健活動の効果を決定するといえる。言いかえると,一般教師

の無理解に,現在の学校保健の低調さが帰せられている傾向がある。

さて,学校保健活動の,主体に対する意味からとらえると,児童生徒にとっては学習過

程そのものであ(るべきであ)り,養護教諭,一般教師,学校三師,にあっては労働過程

である。とりわけ養護教諭にとっては,一応,学校における保健専門職と目されるから,

主体論は養護教諭論となり,その未確立の中で,養護教諭の専門性が論ぜられることになる。

専門性イコール専門職性43)と説かれ,(養護教諭でなければできないもの一一一一それが養護

教諭の専門性44)」といった専門職たる要件のうちの独自性を強調したとらえ方がされるか,

具体的な内容としては,(保健管理の機能,保健指導の機能45)」あるいは,「学校救急看
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護,集団の健康管理,教育保健,の3層の機能46)」一表1'にみた,小倉の「教育保健」

は「機能」につけられた名称であったわけで,他と多少のニュアンスの違いがあるｰ一等,

機能としてあげられるのがふつうになってきている。これは,現実からの一般化,あるい

は養護教諭が,養護教諭をとりまく人々が,期待し理想とするものを一般化して導き出さ

れたものである,ということができる。確かに「語源的解釈よりはむしろ3勺妥当という

べきであろうが,それで十分とは考えられない。何故なら,例えば,小倉の「教育保健」

は,「『教育と保健』を統一した,養護教諭に独自な機能……(中略)……教育としての

教育のための……46)』と説明されるが,(学校)救急看護,健康管理も,教育との統一が

要請されるのであってみれば,3層ある,と指摘する必要はなく,むしろ,それらの共通

性質(内包47))を,一一たとえば,健康問題中心的,などが考えられるのではないかｰ

あげるべきであろう。

さて,これらをもとに,数年来の専門性をめぐる論議を,筆者なりに整理しておこう。

① 「専門性」をなぜ考えるのか。

「いくつかの理由かおる48」」といわれながら議論の中で明確になったとは言い難いし,

まして,それか統一の方向にあるとは言えない。その意味で,(くなんのために,なにを

めざして>行なわれるべきかが問われるべき13)」なのは,まず「専門性」についてではあ

るまいか。「専門性」のある意味での,ある方向での具体化が「執務の手引き」であろう

が,それを望む声を(安易な発想をすべきでない13)」と切りすてるよりも,(職務内容の

個別性一一特殊性がもたらす養護教諭からの要請49)」や,(教師の理解と協力が不足して

いることの反映5o)」等の,その背景の追及を整理しておくことが必要であろう。専門性を
48)

考える場,方向が「健康をまもり育てるための実践的活動」に有効に働くだけでなく,良

い保健主事をも疎外する,あるいは一般教師との区別を明らかにしすぎることを恐れる。

たとえば,「僕たちに働きかけるといっているけれど,現実には自分たちで自分たちの仕

事を規制してしまっていて,……51)」という発言は,養護教諭のひとりよがりに対する批

判52)としてうけとめなければいけないのではないか。

② 「専門」とは誰に対してそれを言うのか。

保健主事に比してか,一般教師に比してか,(数学の教師,国語の教師53)」というレべ

ルでの専門性に比してか,あるいは,看護婦,保健婦に比してか。これも,論議に加わる

人々の間で共通のものとして確認されていることではない。少なくとも,さきにみた小倉
54)

の教育保健の機能は,看護婦,保健婦に比してのものと考えうるし,教育保健はまた,一

般教師にも望まれるものであるから,一般教師に比しての専門性の場合には,健康管理と

救急看護を独自性としてかかげ,看護婦,保健婦に比しての場合は,教育保健をかかげる

ことになるのであろうか。

①,②の確認を前提としてはじめて,(専門職・専門職集団とは何かについての検討・

確認を前提とする48)」段階になると考える。

③ 「要求されている専門性」と執務に生かされる専門性

ここでは,専門性のとらえ方に2方向かあることを指摘したい。それは都丸55)のいう現

場の養教として感じさせられている,あるずれの原因でもあろう。すなわち,多くの現場

の養護教諭は,しごとをすすめるうえで「要求されている専門性」(医学教育と同程度の

専門的能力が要求されている55)」との表現にみられるように,まずしごとがあって,それ

- 159 -



野 村 和 雄

をなし遂げていくための力量という意味で専門性を考えているように思われる。一方,

「養教の専門性がどの程度執務に生かされているか」(養教がその専門性を発揮するに

は……57)」の表現のように,養成の過程において培われた力量を専門性とみる解釈がある。

(何をなすべきかの機能,つまり専門性48)」の表現もこれと類似のものとみることができ

る。「養護教諭養成機関の多様化にともない,専門職としての養護教諭のしごとも質的に

低迷させられてた事実58)」の表現も,同様である。

専門職化,専門化がどの程度到達したかは定義のしかたによる59)のであって,たとえば

宗像6o)の分類(実質としての,イデオロギーとして, 目標としての,名目としての,等)

等を参考に,整理する必要があろう。

④ なくてはならぬ養護教諭とは

福留は「そんなこと(救急処置をする,等)は誰でもできるし,こどもを預かっている

以上,誰でもしなけれぱならぬこと」として,「無くてならぬ養護教諭」像を別のとこ

ろにもとめた。確かに,その考えは(教育は教師がなさねばならないものであるが,誰が

てもいい62)」という考え方と共通のところがあり,もっともなことと思われる。

さて,過去,東京都において,インフルエンザワクチンを積極的に入手しようとした実

践が評価された63)時代と,学校における予防接種の,返上運動か評価された時とがあった

このように相反する活動が,同じような評価をうけるのは時の流れなのであろうか。われ

われは専門性を確立していくなかで,一方を評価しなおすことかあるかも知れない。が,

福留が死ぬまで求めてやまなかったであろう「無くてならぬ養護教諭」とは果たして,ど

ちらのいき方であったのだろうか。これからも続くであろう専門性についての議論が,折

原64)のいう「専門職能意識」に堕さないことを祈りたい。

5.方 法 論

さきに提示した六領域のそれぞれは,日常語的な表現がなされるところの諸活動,たと

えば,健康診断,救急処置,保健指導,等を含むが,それらがサブ・システム69として,

計画,実施,評価,あるいは計画・準備点検,実施,事後措置,等の諸手順を一般的には

踏むことは自明のことである。これらの手順は本来,誰が行ってもあてはまるはずのもの

であるが,現実には養護教諭がほとんどの学校保健活動の中心的な役割をになっている,

になわざるをえない状況でもあるので,方法についての体系化も養護教諭に則してなされ

ている。過去,「養護」という言葉を低くみる傾向があった66)が,最近は意識的に「養護」

を使う67)などして,養護教諭の職務の,手順の体系化が進められているようである。特に

救急処置,看護等の筆者のいう個別的指導の領域においては,(学校救急看護68)」,(救

急養護学69)」があり,さらに杉浦の(養護活動lo)の体系化も, これに含まれよう。「養護」

を積極的に使っていこうとする発言の中には,「学校養護」 という考え方もあり,一層

の理論的整理が望まれる。

たとえば社会福祉において,より科学化をめざす立場41)がある一方,理論による逆機能

の危険性を強調する立場72)もある。学校保健においても,逆機能の懸念が皆無ではないが

われわれのめざすものは,主体的な専門性の発揮のための理論化であり,主体性を守るの

は養護教諭から,教育現場の実践者一人一人にかかっていることを最後に確認したい。
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VⅢ 要 約

学校保健の理論的整理のために,特に社会学における理論化の過程を参考に,基礎的な

ことがらについて検討した。主旨はつぎのとおりである。

1.学校保健学は学校保健活動の学であるべきこと。

2.理論的構築が叫ばれているが,理論がどのような形をとるのであろうかすら確認さ

れていないこと。

3.学校保健活動を,特に理論化の視点から六領域に分割する案を示したこと。

4.学校保健学は集学であるが,行動(活動)の学として,とりわけ社会学に多くをお

うであろうこと。

5.組織的研究の必要性も言われているか,具体的作業が結びついていないこと。

6.特に,既成の研究成果の組織的論評と,一般仮説の作成による演繹・帰納法が考え

られるべきこと。

7.主体論において,養護教諭の専門性は,何をために,何をめざして問うのかの再確

認をすべきこと,「専門性」のとらえ方は,さまざまあるから,統一すべきこと。

小論は引用文献として掲げた諸論文の他に,教室の養護実習の手びき作成小委員会での

討議,および健康教育研究会での研究に,多くをおっている。不十分な解釈あるいは筆の

いたらぬ点はもとより筆者の責任であるけれども,ここに記して謝意にかえたい。

なお,つけくわえるならば,社会福祉の分野においては,方法論の統合化が検討されて

いる?)筆者は社会福祉および医療・保健社会学74)における諸研究か学校保健活動の参考に

なるであろうことを直感している。今後,一般仮説の導出をめざす作業の中で,十分とり

入れてゆきたいと考えている。
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